
各種予防接種のご案内
各種予防接種費用の一部または全額が助成されます。
期限内の接種をお願いいたします。

①麻しん・風しん混合予防接種２期
■予防接種期限　令和４年３月 31 日
■対象者
　幼稚園・保育園年長相当年齢
　（平成 27 年４月２日～平成 28 年４月１日生）
■助成額
　全額
　※期間を過ぎた場合、全額自己負担
■持参するもの
　予診票・母子健康手帳

②二種混合予防接種（ジフテリア・破傷風）
■対象者
①小学５年生で誕生日を迎えた児童
②小学６年生で未接種の児童
③中学１年生で 13 歳に満たない未接種の生徒
■助成額
　全額
　※ 13 歳になってからの接種は、全額自己負担
■持参するもの
　予診票・母子健康手帳

※①麻しん・風しん混合予防接
　種２期、②二種混合予防接種
　（ジフテリア・破傷風）の予診
　票をなくされた方は、再発行
　しますので、ご連絡ください。

※高齢者用肺炎球菌ワクチン予
　防接種を市外の医療機関で接
　種を希望される方は、ご連絡
　ください。

◉ 接種機関と該当予防接種

③高齢者用肺炎球菌ワクチン予防接種
■予防接種期限　令和４年３月 31 日
■対象者
①下記表に該当する年齢の方

② 60 歳から 65 歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能
　に日常活動が極度に制限される程度の障害、ヒト免
　疫不全ウイルスによって免疫の機能に日常生活が不
　可能な程度の障害がある方
※すでに「23 価肺炎球菌ワクチン」を接種したこと
　がある方は対象となりません。
■助成額　3,000 円
■持参するもの　身分証明書（健康保険証等）
※予診票は各医療機関にありますので、必ず予約をし
　てください。

年齢 生年月日

65 歳 昭和 31 年 4 月 2 日  ～  昭和 32 年 4 月 1 日生

70 歳 昭和 26 年 4 月 2 日  ～  昭和 27 年 4 月 1 日生

75 歳 昭和 21 年 4 月 2 日  ～  昭和 22 年 4 月 1 日生

80 歳 昭和 16 年 4 月 2 日  ～  昭和 17 年 4 月 1 日生

85 歳 昭和 11 年 4 月 2 日  ～  昭和 12 年 4 月 1 日生

90 歳 昭和 6 年 4 月 2 日  ～  昭和 7 年 4 月 1 日生

95 歳 大正 15 年 4 月 2 日  ～  昭和 2 年 4 月 1 日生

100 歳 大正 10 年 4 月 2 日  ～  大正 11 年 4 月 1 日生

医療機関 ①麻しん・風しん ②二種混合 ③高齢者用肺炎球菌

桑波田診療所 ● ●

相良整形外科 ●

東内科小児科クリニック ● ● ●

池田温泉クリニック ●

ふくまる皮フ科クリニック ● ● ●

よしとみクリニック ● ● ●

垂水中央病院 ● ● ●

◎問い合わせ先：保健課健康増進係☎内線 138・164
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　パブリックコメント制度とは計画や条例など市の政策を作る時に、その内容等を公表し、市民から提出され
た意見を参考にして意思決定を行う手続です。多くの方からのご意見をお待ちしております。なお、本制度は

政策の賛否を問うものではありません。また、集計結果はHP等で公表し、意見提出者への個別回答は行いません。

パブリックコメント、ご意見をお待ちしております！

垂水市地球温暖化対策実行計画（事務事業編）第３期計画（素案）
■策定の背景・目的

　地方公共団体実行計画における事務事業編は、地球温暖

化対策の推進に関する法律第 21 条に基づき、地球温暖化

対策計画に即して策定することが全ての地方公共団体に義

務付けられており、地方公共団体が自ら率先的な取組を行

うことにより、地域の事業者・住民の模範となり、事務及

び事業における温室効果ガスの排出量を削減することを目

的とするものです。

　本市においては、「垂水市地球温暖化対策実行計画（事務

事業編）第２期計画」が令和３年度をもって終了することか

ら、令和４年度を始期とする「垂水市地球温暖化対策実行計

画（事務事業編）第３期計画」を策定しようとするものです。

■募集期間

　３月１日（火）～３月 30日（水）

■案の公表場所

　市役所ロビー、牛根・新城両支所、市HP、担当課

■意見提出方法　

　直接、郵送、FAX、メール、HP専用フォームで投稿

◎お問い合わせ先

　生活環境課環境衛生係

　☎ 0994-32-1297　FAX：0994-32-6920

　メール：03-7@po.city.tarumizu.kagoshima.jp

パブコメは
WEB からも！
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